
わ
く
・
わ
く
シ
ョ
ッ
プ
Ｕ

夏
の
特
別
販
売
会

▽
日
時　
７
月
３
日（
金
）午
前

10
時
～
午
後
３
時
。
な
く
な
り

次
第
終
了
。

▽
会
場　
市
役
所
１
階
市
民
ホ

ー
ル
。

▽
内
容　
お
弁
当
、
手
作
り
パ

ン
、
焼
き
菓
子
、
さ
を
り
織
り
、

ビ
ー
ズ
細
工
な
ど
の
製
品
の
販

売
。

問
障
が
い
福
祉
課
☎（
632
）２
２

２
８
、
わ
く
・
わ
く
シ
ョ
ッ
プ

Ｕ
☎（
632
）７
３
９
７

青
春
プ
レ
イ
バ
ッ
ク
講
座

あ
の
こ
ろ
の
健
康
と

体
を
取
り
戻
そ
う

▽
日
時　
８
月
３
・
17
・
31
日
、

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分
。

全
３
回
。

▽
会
場　
富
屋
（
徳
次
郎
町
）。

▽
内
容　
い
つ
ま
で
も
若
々
し

く
過
ご
す
た
め
に
、
楽
し
く
運

動
や
食
事
に
つ
い
て
学
ぶ
。

▽
定
員　
先
着
25
人
。

▽
申
込　
７
月
６
日
か
ら
、
直

接
ま
た
は
電
話
で
、
富
屋
☎

（
665
）３
６
９
８
へ
。

７
月
は
脂
質
異
常
症
対
策

強
化
月
間
で
す

1
カ
ラ
ダ
げ
ん
き
運
動
教
室
ウ

オ
ー
キ
ン
グ
編

▽
日
時　
７
月
23
日（
木
）午
前

10
時
～
11
時
30
分
。

▽
内
容　
正
し
い
歩
き
方
と
姿

勢
を
身
に
付
け
る
た
め
の
講
話

と
実
技
。

▽
対
象　
市
内
在
住
の
人
。

▽
定
員　
先
着
15
人
。

2
運
動
経
験
が
少
な
い
人
の
た

め
に
運
動
体
験
教
室

▽
日
時　
７
月
30
日（
木
）午
前

10
時
～
11
時
30
分
。

▽
内
容　

有
酸
素
・
筋
力
・
ス

ト
レ
ッ
チ
運
動
な
ど
の
体
験
と

教
室
案
内
。

▽
対
象　
市
内
在
住
の
人
。

▽
定
員　
先
着
15
人
。

3
ロ
コ
モ
テ
ィ
ブ
シ
ン
ド
ロ
ー

ム
を
予
防
し
よ
う
健
康
ア
ッ
プ

教
室

▽
日
時　
７
月
24
・
31
日
、
８

月
７
日
。
午
前
10
時
～
11
時
30

分
。
７
月
31
日
は
午
後
１
時
ま

で
。
全
３
回
。

▽
内
容　
健
康
づ
く
り
に
必
要

な
運
動
や
バ
ラ
ン
ス
食
に
つ
い

て
の
講
話
と
、
ウ
オ
ー
キ
ン
グ

や
筋
力
運
動
な
ど
の
実
技
、
調

理
実
習
。

▽
対
象　
市
内
在
住
で
65
歳
以

上
の
人
。

▽
定
員　
先
着
25
人
。

▽
費
用　
500
円
程
度（
食
材
費
）。

■
会
場　

市
保
健
セ
ン
タ
ー

（
ラ
ラ
ス
ク
エ
ア
宇
都
宮
９
階
）。

■
申
込　
７
月
３
日
午
前
９
時

30
分
か
ら
、
直
接
ま
た
は
電
話

で
、
市
保
健
セ
ン
タ
ー
☎（
627
）

６
６
６
６
へ
。

ぼ
ら
ん
て
ぃ
あ

Ｓサ

タ

デ

ー

ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ｄ
ａ
ｙ

聴
覚
障
が
い
を
学
ぼ
う

▽
日
時　
７
月
25
日（
土
）、
８

月
１
日（
土
）。
午
前
10
時
～
正

午
。
全
２
回
。

▽
会
場　
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ

ー
（
中
央
１
丁
目
）。

▽
内
容　
聴
覚
障
が
い
者
と
一

緒
に
語
り
合
い
、
笑
い
合
い
、

楽
し
み
な
が
ら
理
解
を
深
め
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
つ
い
て

考
え
る
。

◎宇都宮精神保健福祉会（やしお会）　■相談会　▽日時　7 月 2・23 日（木）、午前 10 時～正午▽内容　
精神障がい者を抱えた家族に対し、共通の体験をした家族が個別の相談を受ける。■定例会　▽日時　7 月
23 日（木）午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分▽内容　話し合ながら精神障がいについて学ぶ。■会場　保健所

（竹林町）。■申込　電話で、保健予防課☎（626）1114 へ。

催
　
し

精神保健を学ぼう
知って役立つ　うつ病の話

　うつ病は、ここ十数年間で著しく増加していま
す。平成 8 年に 43 万 3,000 人だったうつ病など
の気分障害の総患者数は、平成 20 年には 104 万
1,000 人と 12 年間で 2.4 倍に増加し、それと平
行するように、自殺者数も平成 10 年以降、年間
3 万人近くを推移していて大きな社会問題となっ
ています。これまでうつ病というと中高年者の病
気と思われがちでしたが、若者のうつ病も注目さ
れています。20 ～ 30 代の死因の１位は自殺です。
自殺の原因・動機を調べると、分かっているだけ
でも６割以上が健康問題で、そのうち、うつ病が
約 4 割を占めています。自殺者の約 9 割が何らか
の精神疾患にかかっていた可能性があるとの報告
もあります。
　こうした精神疾病の急増に対して国は、地域医
療の基本方針となる医療計画に盛り込むべき４大
疾病（がん・脳卒中・心臓病・糖尿病）に精神疾
患を加えて５大疾病とし、重点的な対策が必要と
の判断を示しました。うつ病の増加の原因は諸説
ありますが、社会の変化が大きく影響しているこ

とは否定できません。最近「新
型うつ病」という言葉がよくマ
スコミで報じられていますが、
これは従来のうつ病と症状や治
療がかなり異なります。しかし
放置すれば社会に適応できなく
なり、場合によっては最悪の事
態へ至る可能性もあります。また治療して一度良
くなったうつ病が、服薬を中断したために再発す
ることは絶対に避けなければなりません。自分の
判断で薬の飲み方を調節せず、必ず医師にご相談
ください。

（宇都宮市医師会　中村研
けん

之
し

）

教
室
・
講
座

■こころの健康づくり講座
▽日時　7 月 23 日（木）午後 2 時 30 分～ 4
時 30 分。
▽会場　東図書館（中今泉 3 丁目）。
▽内容　中村研之さん（精神科医師）による、
うつ病に関する講話。
▽定員　先着 50 人。
▽申込　電話で、保健予防課☎ (626)1114 へ。
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▽
対
象　
市
内
に
在
住
ま
た
は

通
勤
・
通
学
し
て
い
る
人
。
親

子
で
の
参
加
可
。

▽
定
員　
先
着
20
人
。

▽
申
込　
７
月
２
日
か
ら
、
直

接
ま
た
は
電
話・フ
ァ
ク
ス（
氏

名
・
住
所
・
電
話
番
号
を
明
記
）

で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

（
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）☎

（
636
）１
２
８
５
、
（
634
）２
８

７
０
へ
。

家
族
介
護
教
室

参
加
者
募
集

▽
日
時　
７
月
22
日（
水
）午
後

１
時
30
分
～
３
時
30
分
。

▽
会
場　
桜
（
桜
３
丁
目
）。

▽
内
容　
「
知
っ
て
い
る
と
安

心　
病
院
の
あ
れ
こ
れ
」
と
題

し
た
教
室
。

▽
対
象　
要
介
護
高
齢
者
を
介

護
し
て
い
る
家
族
な
ど
。

問
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
さ

く
ら
西
☎（
610
）７
３
７
０
、
高

齢
福
祉
課
☎（
632
）２
３
５
７

糖
尿
病
を
予
防
・
改
善
し
た
い

あ
な
た
へ　
毎
日
の
食
生
活

を
見
直
し
ま
し
ょ
う

▽
日
時　
７
月
24
・
31
日
、
８

月
７
日
。
午
後
１
時
30
分
～
４

時
。
８
月
７
日
は
午
前
10
時
～

午
後
３
時
。
全
３
回
。

▽
会
場　
保
健
所
。

▽
内
容　
管
理
栄
養
士
に
よ
る

糖
尿
病
の
予
防
や
改
善
に
つ
い

て
の
講
話
と
グ
ル
ー
プ
ワ
ー

ク
、
調
理
実
習
。

▽
定
員　
先
着
20
人
。

▽
費
用　
500
円
程
度（
食
材
費
）。

▽
申
込　
直
接
ま
た
は
電
話
で
、

健
康
増
進
課
（
保
健
所
内
）
☎

（
626
）１
１
２
６
へ
。

茂
原
健
康
交
流
セ
ン
タ
ー

各
種
講
座

1
や
さ
し
い
ヨ
ガ
教
室

▽
日
時　
７
月
２
・
９
・
16
・
23

・
30
日
、
午
前
10
時
30
分
～
正

午
。
７
月
９
・
23
日
、
午
後
７

時
～
８
時
30
分
。

▽
内
容　
ヨ
ガ
の
基
礎
。

▽
定
員　
各
先
着
25
人
。

2
笑
い
ヨ
ガ
教
室

▽
日
時　
７
月
３・17
日（
金
）、

午
前
10
時
30
分
～
11
時
30
分
。

▽
内
容　
笑
い
の
体
操
と
ヨ
ガ

の
呼
吸
法
を
組
み
合
わ
せ
た
新

し
い
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
。

▽
定
員　
各
先
着
25
人
。

■
会
場　
茂
原
健
康
交
流
セ
ン

タ
ー
（
茂
原
町
）。

■
費
用　
施
設
利
用
料（
実
費
）。

問
茂
原
健
康
交
流
セ
ン
タ
ー
☎

（
654
）２
８
１
５

◎みんなで語り合おうこころの健康を考える会　▽日時　7 月 24 日（金）午後 2 時 30 分～ 4 時▽会場
保健所（竹林町）▽内容　家族のアルコール問題などで悩んだり、生きづらさを感じたりしている人同士
の語り合い▽対象　市内在住の人▽その他　事前に保健師が面接▽申込　電話で、保健予防課☎（626）
1114 へ。

徴収担当 ニャンニャ係長　
国民健康保険税の納税が始まります

※詳しくは、16 ページをご覧ください

■国民健康保険税とは　国民健康保険に
加入する被保険者の病気やけがなどに対
する保険給付や健康維持のための保険事
業の費用に充てるために負担する税金
で、市民の健康を守るための大切な財源
です。
■納税は便利な口座振替を　キャンペー
ン実施中　9 月 30 日までに国民健康保
険の口座振替を新規に申し込みした人の
中から、抽選で本市の特産品などを差し
上げます。
▽申込　通帳、銀行届出印、保険証また
は納税通知書をお持ちの上、直接、市内
に本・支店のある金融機関または保険年
金課（市役所 1 階 A15 番窓口）へ。また、
保険年金課では、キャッシュカードだけ
で簡単に申し込むことができます。
▽その他　当選者へは 11 月ごろ商品を
発送します。
問保険年金課☎ (632)2313、特別収納
対策室☎ (632)2239

31

2

3 1

4

国
民
健
康
保
険
税

で
す
か…

私
は
健
康
で
す
し

保
険
証
を
使
わ
な
い
の
で

納
税
し
な
い
で
も
良
い

と
は
行
き
ま
せ
ん
か
？

健
康
保
険
制
度
は

自
分
が
健
康
な
時
は

他
の
人
を
助
け
て

自
分
が
病
気
に

な
っ
た
時
に
は

他
の
人
に

助
け
て
も
ら
う
の
ニ
ャ

こ
の
帽
子
が
取
れ
た
ら

口
座
振
替
の

申
し
込
み
に

行
き
ま
す
よ
！

つ
ま
り
助
け
合
い
の

制
度
ニ
ャ
の
だ
か
ら

ち
ゃ
ん
と

納
税
し
ニ
ャ
い
と

そ
う
で
す
な
あ

そ
れ
な
ら
ば

納
税
す
る
こ
と
に

し
ま
し
ょ
う
！

そ
れ
は
そ
う
と

ま
だ
取
れ
な
い

か
ニ
ャ
？

いきいきと過ごすためのヒントを探す
1シニア講演会　落語に学ぶ
「笑
しょう

涯
がい

楽
がく

習
しゅう

」
▽日時　７月 17 日（金）午後２
時～４時。
▽内容　三遊亭圓

えん

塾
じゅく

さん（社会
人落語家）による落語の世界か
ら学ぶ「人生のコツ・ツボ」に
ついての講演と、古典落語一席。
▽定員　先着 100 人。
2シニア世代を豊かにするライフプラン講座
▽日時　７月 11・25 日（土）、午前 10 時～ 11
時。
▽内容　「シニア世代を豊かに過ごすためのライ
フプランの重要性」と題した講座。
▽定員　各先着 15 人。
■会場　市総合福祉センター（中央１丁目）。
■対象　おおむね 50 歳以上の人。
■申込　７月２日から、直接または電話・ファク
ス（住所・氏名・電話番号を明記）で、みやシニ
ア活動センター☎（639）8585、 （639）8575 へ。

健
康
・
福
祉

国
保
・
年
金

13



こ
と
ぶ
き
会
館
で

ペ
ン
字
講
座

▽
日
時　
８
月
12
・
26
日
、
９

月
９
日
、
10
月
14
・
28
日
、
11

月
11
・
25
日
、
12
月
９
日
、
平

成
28
年
１
月
13
・
27
日
。
午
前

10
時
～
正
午
。
全
10
回
。

▽
会
場　
こ
と
ぶ
き
会
館
。

▽
対
象　
市
内
在
住
の
60
歳
以

上
の
人
。

▽
費
用　
教
材
費
な
ど（
実
費
）。

▽
定
員　
抽
選
20
人
。

▽
申
込　
こ
と
ぶ
き
会
館
に
置

い
て
あ
る
申
込
用
紙
ま
た
は
は

が
き
に
、
講
座
名
・
住
所
・
氏

名
・
ふ
り
が
な
・
生
年
月
日
・

年
齢
・
電
話
番
号
を
書
き
、
７

月
15
日
（
必
着
）
ま
で
に
、
直

接
ま
た
は
送
付
で
、
〒
321-

0112

屋
板
町
558
、
こ
と
ぶ
き
会
館
☎

（
656
）８
７
９
２
へ
。
送
迎
バ
ス

に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

難
病
医
療
生
活
相
談
会

消
化
器
系
疾
患

▽
期
日　
７
月
29
日（
水
）。

▽
会
場　
保
健
所（
竹
林
町
）。

▽
時
間
・
内
容　
午
後
１
時
30

分
～
３
時
＝
「
潰
瘍
性
大
腸
炎

の
病
気
の
理
解
と
療
養
上
の
注

意
点
」
と
題
し
た
医
師
に
よ
る

講
演
、
午
後
３
時
～
４
時
30
分

＝
個
別
相
談
（
希
望
者
）
と
交

流
会
。

▽
対
象　
市
内
に
在
住
す
る
消

化
器
系
指
定
難
病
疾
患
で
治
療

中
の
人
と
そ
の
家
族
な
ど
。

▽
定
員　
先
着
30
人
程
度
。

▽
申
込　
電
話
で
、
保
健
予
防

課
☎（
626
）１
１
１
４
へ
。

７
月
は
愛
の
血
液
助
け
合
い

運
動
月
間　
献
血
に
ご
協
力
を

■
200
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
献
血

▽
年
齢　
16
～
69
歳
。

▽
体
重　
男
性
45
キ
ロ
グ
ラ
ム

以
上
、
女
性
40
キ
ロ
グ
ラ
ム
以

上
。

■
400
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
献
血

▽
年
齢　
男
性
17
～
69
歳
、
女

性
18
～
69
歳
。

▽
体
重　
50
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
。

■
成
分
献
血

▽
年
齢　
血
し
ょ
う
＝
18
～
69

歳
、血
小
板
＝
男
性
18
～
69
歳
、

女
性
18
～
54
歳
。

▽
体
重　
男
性
45
キ
ロ
グ
ラ
ム

以
上
、
女
性
40
キ
ロ
グ
ラ
ム
以

上
。

■
そ
の
他　
65
歳
以
上
の
献
血

は
、
60
～
64
歳
に
献
血
の
経
験

が
あ
る
人
に
限
り
ま
す
。
詳
し

く
は
、
県
赤
十
字
血
液
セ
ン

タ
ー

http://www.jrcbc.
jp/

へ
。

問
保
健
所
総
務
課
☎（
626
）１
１

０
４国

民
健
康
保
険
・
協
会
け
ん

ぽ
加
入
者
の
た
め
の

特
定
健
診
・
が
ん
検
診

▽
日
時　
８
月
27
日（
木
）午
前

９
時
～
10
時
30
分
受
け
付
け
。

▽
会
場　
市
医
療
保
健
事
業
団

健
診
セ
ン
タ
ー
（
竹
林
町
）。

▽
内
容　
特
定
健
康
診
査
（
健

康
診
査
）、が
ん
検
診
（
胃・肺・

大
腸
・
前
立
腺
・
子
宮
・
乳
）、

心
電
図
・
貧
血
・
眼
底
検
査
、

◎自死遺族支援わかちあいの会こもれび　▽日時　7 月 4・18 日 ( 土 )、午後 2 時～ 4 時▽会場　とちぎ
福祉プラザ（若草 1 丁目）▽内容　大切な人を自死により亡くした人々の思いを分かち合う▽対象　家
族や身近な人を自死で亡くした人▽費用　200 円。問栃木いのちの電話事務局☎ (622)7970、保健予防
課☎ (626)1114

教
室
・
講
座

後期高齢者医療被保険者の皆さんへ
■被保険者証が更新されます　現在お使いの被保険者証の有効
期限は、7 月 31 日です。新しい被保険者証を 7 月下旬に送付し
ますので、8 月 1 日以降は新しい被保険者証を使用してください。
なお、平成 27 年度から被保険者証の色を濃い藤色に変更します。
有効期限の切れた被保険者証は、保険年金課（市役所 1 階Ａ 16
窓口）、各 ・ ・ へお返しください。
■限度額適用・標準負担額減額認定証　診察を受ける際に認定
証を医療機関に提示すると、医療費の支払いを一定額にとどめ
ることができ、入院時の食事代も減額になります。
▽対象　世帯全員が住民税非課税の人。
▽申込　被保険者証と印鑑をお持ちの上、直接、保険年金課、
各 ・ ・ へ。
▽その他　過去に認定証の交付を受けたことがあり、平成 27 年
度の負担区分が低所得区分に該当する人は、認定証を被保険者
証に同封して送付しますので、申請の手続きは不要です。
■平成 27年度の保険料額決定通知書を送付します
▽保険料を納付書や口座振替で納める人　7 月中旬に「保険料
額決定通知書」と「保険料納入通知書（納付書）」を送付します。
保険料を納付書で納める人は、納付書の裏面に記載してある金
融機関や各区などで納めてください。
▽保険料を年金からの差し引きで納める人　７月下旬に「保険
料額決定通知書」と「保険料特別徴収開始通知書」を送付し、
10 月・12 月・平成 28 年 2 月に年金から差し引きする保険料額
をお知らせします。
■保険料の算出方法

■保険料の軽減措置
▽所得の低い人に対する均等割額を 9 割・8.5 割・5 割・2 割軽
減する措置。
▽所得の低い人に対する所得割額を 5 割軽減する措置。
▽被用者保険の被扶養者であった人に対する均等割額を 9 割軽
減する措置。
▽平成 27 年度から軽減措置基準の一部を変更しました。詳しく
は、送付する「保険料額決定通知書」をご覧ください。
問保険年金課☎ (632)2307、県高齢者医療広域連合☎ (627)68
05

お
知
ら
せ

均等割額
4 万 3,200 円

所得割額
基礎控除（33 万円）後の
総所得金額など×8.54％

保険料
上限 57 万円

（年額）
+ =
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肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
、
骨
粗
し

ょ
う
症
検
診
。

▽
対
象　
国
民
健
康
保
険
ま
た

は
協
会
け
ん
ぽ
に
加
入
し
、
市

内
に
住
民
登
録
の
あ
る
40
歳
以

上
の
人
。
た
だ
し
、
子
宮
が
ん

検
診
＝
20
歳
以
上
女
性
、
乳
が

ん
検
診
＝
30
歳
以
上
女
性
、
前

立
腺
が
ん
検
診
＝
50
歳
以
上
男

性
、
骨
粗
し
ょ
う
症
検
診
＝
満

40･

45
・
50
・
55
・
60
・
65
・

70
歳
女
性
。

▽
定
員　
先
着
20
人
。

▽
申
込　
電
話
で
、
健
康
増
進

課
☎（
626
）
１
１
２
９
へ
。
な

お
、
協
会
け
ん
ぽ
か
ら
案
内
通

知
が
届
い
た
人
は
、
同
封
の
申

込
書
に
必
要
事
項
を
書
き
、
送

付
で
、
〒
320-

8514
大
通
り
１
丁

目
４
―
22
Ｍ
Ｓ
Ｃ
第
２
ビ
ル
、

協
会
け
ん
ぽ
栃
木
支
部
☎（
616
）

１
６
９
５
へ
。

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
活
動

バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
優
れ
た

施
設
を
教
え
て
く
だ
さ
い

1
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
活
動
表

彰
（
他
薦
の
み
）

▽
対
象　
市
内
で
次
の
い
ず
れ

か
の
活
動
を
５
年
以
上
継
続
し

て
行
っ
て
い
る
個
人
・
団
体
・

事
業
者
。
①
高
齢
者
・
障
が
い

者
な
ど
の
自
立
と
社
会
参
加
の

た
め
の
支
援
②
福
祉
の
心
の
醸

成
③
高
齢
者
・
障
が
い
者
な
ど

の
生
き
が
い
づ
く
り
④
高
齢

者
・
障
が
い
者
な
ど
の
健
康
づ

く
り
⑤
児
童
の
健
全
育
成
⑥
そ

の
他
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
推

進
に
寄
与
。
た
だ
し
、
福
祉
関

連
の
団
体
の
事
業
は
対
象
外
。

有
志
の
地
域
住
民
が
行
う
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
は
対
象
。

2
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
施
設
表

彰
（
自
薦
可
）

▽
対
象　
市
内
で
「
や
さ
し
さ

を
は
ぐ
く
む
福
祉
の
ま
ち
づ
く

り
条
例
」
の
整
備
基
準
に
適
合

し
、
次
の
全
て
に
該
当
す
る
施

設
の
所
有
者
ま
た
は
管
理
者
。

①
高
齢
者
・
障
が
い
者
な
ど
全

て
の
人
の
利
用
に
配
慮
し
、
バ

リ
ア
フ
リ
ー
に
優
れ
て
い
る
②

高
齢
者
・
障
が
い
者
な
ど
が
利

用
し
や
す
い
よ
う
ソ
フ
ト
面
で

の
対
応
に
努
め
て
い
る
。
た
だ

し
、
国
や
地
方
公
共
団
体
の
施

設
、福
祉
関
連
施
設
は
対
象
外
。

■
申
込　

保
健
福
祉
総
務
課

（
市
役
所
２
階
）、
各

・

・

に
置
い
て
あ
る
応
募
用
紙

（
市

か
ら
も
取
り
出
し
可
）

に
必
要
事
項
を
書
き
、
７
月
31

日
ま
で
に
、
直
接
、
保
健
福
祉

総
務
課
へ
。

■
そ
の
他　
11
月
23
日
開
催
の

宇
都
宮
市
民
福
祉
の
祭
典
で
表

彰
し
ま
す
。

問
保
健
福
祉
総
務
課
☎（
632
）２

９
１
９

◎フリーダイヤル自殺予防いのちの電話　▽日時　7 月 10 日（金）午前 8 時～ 11 日（土）午前 8 時（24
時間）▽内容　死にたい・死のうと思っている人や、周囲にこのような人がいるときなどの自殺予防相談
▽フリーダイヤル　☎ 0120(738)556。問栃木いのちの電話事務局☎ (622)7970、保健所保健予防課☎
(626)1114

健　 康 　診 　査
■１年に１回健康診査を受診しましょう　生活習慣病などの早期発
見・早期治療のために、健康診査やがん検診を実施しています。特
定健康診査を受診する人は、それぞれが加入している医療保険者か
らの通知などで、健診の受け方についてご確認ください。
■個別健診
▽申込　受診する前に医療機関へお問い合わせください。
■集団健診（地区健診）
８月特定健康診査・健康診査・各種がん検診（乳がん・子宮がんは除く）
▽申込　 電話で、①～⑪健康増進課☎ (626)1129 ⑫上河内保健セ
ンター☎ (674)8787 ⑬河内保健センター☎ (673)6337 へ。
会　　　　場 期　日　・　受付時間

①市保健センター
※無料駐車場はありません。
※自転車は立体駐車場１階屋
内駐輪場をご利用ください。

1 日（土）～ 3 日（月）・7 日（金）～ 9 日（日）・
16 日（日）・17 日（月）・21日（金）～ 24 日（月）・
27日（木）・29日（土）～31日（月）、午前 9時～

②市医療保健事業団
健診センター（竹林町）25 日（火）午前 9 時～
③清原 3 日（月）・28 日（金）、午前 9 時～
④瑞穂野 22 日（土）午前 9 時～
⑤城山 10 日（月）午前 9 時～
⑥富屋 28 日（金）午前 9 時～
⑦豊郷 6 日（木）・19 日（水）、午前 9 時～
⑧姿川 9日（日）・24日（月）・31日（月）、午前 9 時～
⑨雀宮 7 日（金）・11 日（火）、午前 9 時～
⑩東 17 日（月）午前 9 時～
⑪南 26 日（水）午前 9 時～
⑫上河内保健センター 27 日（木）午前 9 時～
⑬河内保健センター 3日（月）・6日（木）・18日（火）、午前 9 時～
８月乳がん検診（マンモグラフィ検査・視触診）・子宮がん検診
▽対象　乳がん検診は 40 歳以上で、昨年度受診していない人。た
だし、30 歳代の人は視触診のみ受診することができます。子宮がん
検診は 20 歳以上の人。 
▽申込　電話で、①～⑨健康増進課☎（626）1129 ⑩上河内保健セン
ター☎（674）8787 ⑪河内保健センター☎（673）6337 へ。

会　　　　場 期　日　・　受付時間
①市保健センター 21 日（金）午後 0 時 30 分～
②市医療保健事業団
健診センター 25 日（火）午後 1 時 30 分～と 2 時 30 分～
③清原 3 日（月）・28 日（金）、午後 2 時～
④瑞穂野 22 日（土）午後 2 時～
⑤豊郷 6 日（木）・19 日（水）、午後 2 時～と 3 時～
⑥姿川 9 日（日）・24 日（月）・31日（月）、午後 2 時～
⑦雀宮 7 日（金）・11 日（火）、午後 2 時～
⑧東 17 日（月）午後 2 時～
⑨南 26 日（水）午後 2 時～
⑩上河内保健センター 20 日（木）午後 2 時～
⑪河内保健センター 4 日（火）午後 2 時～
８月乳がん検診（マンモグラフィ検査）
▽対象　乳がん検診は 40 歳以上で、昨年度受診していない人。
※検査後、後日医療機関で視触診の検査が必要です。
▽申込　電話で、健康増進課☎（626）1129 へ。
会　　　　場 期　日　・　受付時間

市保健センター
1 日（土）・3 日（月）・7 日（金）・9 日（日）・
17 日（月）・23 日（日）・24 日（月）・27 日（木）
・29日（土）・31日（月）、午後 1時～と2 時～ 

市医療保健事業団健
診センター 10日（月）午後 1 時 30 分～と2 時 30 分～
■健診受診時の注意
▽受診する際には、必ず受診券と健康保険証をお持ちください。お
持ちでないと受診できません。
▽満 70 歳以上の人、後期高齢者医療制度加入者、生活保護受給者、
市民税非課税世帯の人は無料です。
▽詳しくは、健康づくりのしおりをご覧ください。
問健康増進課☎（626）1129

健
康
・
福
祉

国
保
・
年
金
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平
成
27
年
度
国
民
年
金

保
険
料
免
除
申
請

1
保
険
料
免
除
制
度　
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
と
き

は
、
申
請
に
よ
り
、
保
険
料
の

全
額
、
４
分
の
３
、
半
額
、
４

分
の
１
の
い
ず
れ
か
の
免
除
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽
対
象　
前
年
所
得
が
一
定
基

準
以
下
、
ま
た
は
失
業
な
ど
で

保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困

難
な
人
。
た
だ
し
、
家
族
構
成

な
ど
に
よ
り
該
当
し
な
い
場
合

も
あ
り
ま
す
。

2
若
年
者
納
付
猶
予
制
度

▽
対
象　
29
歳
以
下
で
本
人
と

配
偶
者
の
前
年
所
得
が
一
定
基

準
以
下
、
ま
た
は
失
業
な
ど
で

保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困

難
な
人
。

■
期
間　
７
月
～
平
成
28
年
６

月
。

■
申
込　
印
鑑（
ゴ
ム
印
不
可
）、

年
金
手
帳
、
平
成
26
年
１
月
以

降
の
失
業
を
理
由
と
す
る
場
合

は
離
職
を
証
明
す
る
書
類
な
ど

を
お
持
ち
の
上
、
直
接
、
保
険

年
金
課
（
市
役
所
１
階
Ａ
17
窓

口
）、
各
・
・
へ
。

■
そ
の
他

▽
申
請
は
毎
年
度
必
要
。

▽
平
成
27
年
６
月
ま
で
全
額
免

除
ま
た
は
若
年
者
納
付
猶
予
を

受
け
て
い
て
、
継
続
申
請
し
た

人
は
申
請
手
続
き
省
略
可
。

▽
申
請
時
点
の
２
年
１
カ
月
前

ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
免
除
申
請

可
。

▽
承
認
さ
れ
る
と
年
金
を
受
け

取
る
た
め
の
資
格
期
間
（
最
低

25
年
間
）
に
算
入
。

▽
承
認
さ
れ
た
期
間
は
、
10
年

以
内
に
納
付
す
れ
ば
受
け
取
る

年
金
額
に
反
映
。

問
保
険
年
金
課
☎（
632
）２
３
２
７

国
民
健
康
保
険
税

納
税
通
知
書
を
発
送

　
納
税
通
知
書
が
届
い
た
ら
内

容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
社
会

保
険
な
ど
他
の
保
険
に
加
入
し

た
人
は
、
新
し
い
保
険
証
を
お

持
ち
の
上
、
直
接
、
保
険
年
金

課
（
市
役
所
１
階
）
へ
。
な
お

第
１
期
と
全
期
前
納
の
納
期
限

は
７
月
31
日
で
す
。

■
税
率
と
課
税
限
度
額（
年
額
）

　
右
下
の
表
の
通
り
。
な
お
平

成
27
年
度
か
ら
課
税
限
度
額
を

変
更
し
ま
し
た
。

■
納
税
方
法　

▽
納
付
書　
市
内
に
本
店
・
支

店
の
あ
る
金
融
機
関
、
各
・

・
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
へ
。
た
だ
し
、
バ
ー
コ
ー

ド
が
な
い
ま
た
は
不
鮮
明
な
納

付
書
は
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
で
の
取
り
扱
い
は
で
き
ま

せ
ん
。

▽
口
座
振
替　
通
帳
・
銀
行
届

出
印
・
保
険
証
ま
た
は
納
税
通

知
書
を
お
持
ち
の
上
、
市
内
に

本
店
・
支
店
の
あ
る
金
融
機
関

ま
た
は
保
険
年
金
課
（
市
役
所

１
階
Ａ
15
窓
口
）
へ
。
保
険
年

金
課
で
は
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー

ド
だ
け
で
申
し
込
み
可
。

▽
ペ
イ
ジ
ー　
金
融
機
関
の
Ａ

Ｔ
Ｍ
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン

キ
ン
グ
で
納
付
で
き
ま
す
。
詳

し
く
は
市
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
保
険
税
の
軽
減　
世
帯
の
合

計
所
得
金
額
が
一
定
額
以
下
の

場
合
、
医
療
保
険
分
・
後
期
高

齢
者
支
援
金
分
・
介
護
保
険
分

の
均
等
割
額
と
平
等
割
額
を
７

割
・
５
割
・
２
割
軽
減
し
ま
す
。

な
お
、
軽
減
を
受
け
る
た
め
に

は
世
帯
全
員
の
所
得
の
申
告
が

必
要
で
す
（
申
請
は
不
要
）。

■
倒
産
・
解
雇
・
雇
い
止
め
な

ど
に
よ
る
失
業
者
の
た
め
の
軽

減
制
度

▽
期
間　
離
職
の
翌
日
か
ら
翌

年
度
末
ま
で
。

▽
対
象
者　
平
成
22
年
３
月
31

日
以
降
に
離
職
し
た
64
歳
以
下

で
、
雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資

格
者
ま
た
は
特
定
理
由
離
職
者

と
し
て
失
業
給
付
を
受
け
る
人
。

▽
軽
減
額　
前
年
の
給
与
所
得

を
100
分
の
30
と
し
て
所
得
割
額

を
算
定
。

▽
そ
の
他　
途
中
で
就
職
し
て

も
引
き
続
き
国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
間
は
軽
減
し
ま

す
が
、
脱
退
す
る
と
終
了
し
ま

す
。

■
保
険
税
の
減
免
制
度　
災
害
、

会
社
の
倒
産
や
病
気
な
ど
の
た

め
、
大
幅
な
収
入
の
減
少
に
よ

り
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
が

困
難
に
な
っ
た
と
き
は
、
申
請

に
よ
り
保
険
税
が
減
免
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、

納
期
限
を
過
ぎ
た
期
別
の
税
額

は
減
免
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん

の
で
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
保
険
年
金
課
☎（
632
）２
３
２

０

◎シルバー人材センター入会説明会　▽期日・会場　7 月 15 日、8 月 19 日、9 月 16 日、市総合福祉
センター（中央 1 丁目）。7 月 16 日、8 月 20 日、9 月 17 日、シルバー人材センター北部事業所（白沢
町）▽時間　午前９時～▽申込　開催日の 1 週間前に、電話で、シルバー人材センター宇都宮事務局☎
(633)5300、北部事業所☎ (673)8020 へ▽その他　詳しくは、高齢福祉課☎ (632)2360 へ。

お
知
ら
せ

■国民健康保険税の税率と課税限度額（年額）

医療保険分 後期高齢者
支援金分 介護保険分

対　象 75歳未満までの
全員

40歳以上
65歳未満

①所得割額
基準

所得金額
（※）×
6.36％

基準
所 得 金 額
（※）×
2.55％

基準
所 得 金 額
（※）×
2.07％

②均等割額
（被保険者1
人に付き）

2 万 5,900 円 9,800 円 1 万 500 円

③平等割額
（1世帯に付
き）

1 万 9,000 円 7,200 円 6,400 円

課税限度額
（①②③の
合計）

51 万円 16 万円 14 万円

※平成 26 年中の合計所得金額から基礎控除額
33 万円を引いた額

日本年金機構職員を装った
不審な電話にご注意を

　日本年金機構の職員を装った不審な電話
があった場合は、日本年金機構の専用電話窓
口（午前 8 時 30 分～午後 9 時）☎ 0120
（818）211へお問い合わせください。
　なお、日本年金機構から、情報流出の関
係で、直接、皆さんへお電話することはあ
りません。
問保険年金課☎（632）2327
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限
度
額
適
用
認
定
証
の
更
新
を

お
忘
れ
な
く

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
て
、
限
度
額
適
用
認
定
証
の

交
付
を
受
け
て
い
る
人
は
、
有

効
期
限
が
、
７
月
31
日
ま
で
と

な
り
ま
す
。
引
き
続
き
利
用
を

希
望
す
る
人
は
、
８
月
中
に
手

続
き
が
必
要
で
す
。

▽
申
込　
市
国
民
健
康
保
険
証
、

世
帯
主
の
印
鑑（
ゴ
ム
印
不
可
）、

限
度
額
適
用
認
定
証
、
国
民
健

康
保
険
税
の
領
収
書
・
通
帳
な

ど
納
期
内
納
付
を
確
認
で
き
る

も
の
を
お
持
ち
の
上
、
直
接
、

保
険
年
金
課
（
市
役
所
１
階
Ａ

13
窓
口
）、
各
・
・
へ
。

▽
そ
の
他　
８
月
初
旬
は
窓
口

が
大
変
混
雑
し
ま
す
。
更
新
手

続
き
は
８
月
末
ま
で
受
け
付
け

て
い
ま
す
の
で
、
可
能
な
人
は

混
雑
時
を
避
け
て
ご
来
庁
く
だ

さ
い
。

問
保
険
年
金
課
☎（
632
）２
３
１
８

65
歳
以
上
の
介
護
保
険
料

納
入
通
知
書
を

７
月
１
日
に
発
送

　
納
入
通
知
書
が
届
い
た
ら
内

容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
第
１

期
の
納
期
限
は
７
月
31
日
で
す
。

■
介
護
保
険
料
（
65
歳
以
上
）　

左
の
表
1
の
通
り
。

■
納
付
方
法　
左
の
表
2
の
通

り
。

▽
そ
の
他　
平
成
27
年
度
中
に

65
歳
に
な
っ
た
、
ま
た
は
転
入

し
て
き
た
人
は
、
年
金
か
ら
の

差
し
引
き
に
よ
る
納
付
に
切
り

替
わ
る
ま
で
、
納
付
書
で
納
付

し
て
く
だ
さ
い
。

■
介
護
保
険
料
の
徴
収
猶
予
・

減
免

▽
対
象　
次
の
い
ず
れ
か
に
よ

り
保
険
料
の
納
付
が
困
難
と
認

め
ら
れ
る
場
合
。
①
第
１
号
被

保
険
者
ま
た
は
そ
の
世
帯
の
生

計
中
心
者
が
、
災
害
で
住
宅
や

家
財
な
ど
の
財
産
に
著
し
い
被

害
を
受
け
た
②
世
帯
の
生
計
中

心
者
の
収
入
が
、
死
亡
・
本
人

の
意
思
に
よ
ら
な
い
失
職
・
農

作
物
の
不
作
な
ど
に
よ
り
著
し

く
減
少
し
た
③
そ
の
他
特
別
な

事
情
が
あ
る
。

▽
申
込　
直
接
、
高
齢
福
祉
課

（
市
役
所
２
階
）
☎（
632
）２
９

０
７
へ
。

難
病
の
医
療
費
助
成
制
度

の
対
象
疾
患
を
拡
大

　
国
が
指
定
す
る
難
病
医
療
費

助
成
の
対
象
疾
患
が
、
110
か
ら

306
に
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
伴

い
、
該
当
と
な
る
疾
患
で
治
療

し
て
い
る
人
の
医
療
費
助
成
の

申
請
受
け
付
け
を
開
始
し
ま
す
。

対
象
と
な
る
疾
患
に
つ
い
て
は
、

各
・

に
置
い
て
あ
る
チ
ラ

シ
や
ポ
ス
タ
ー
（
市
・
県

http://www.pref.tochigi.
lg.jp/

か
ら
も
閲
覧
可
）
を
ご

覧
に
な
る
か
、
保
健
予
防
課
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
申
請
は
、
保
健
予
防

課
（
竹
林
町
・
保
健
所
内
）
ま

た
は
保
健
と
福
祉
の
相
談
（
市

役
所
１
階
）で
受
け
付
け
ま
す
。

問
保
健
予
防
課
☎（
626
）１
１
１
４

◎健康で豊かな人間性を育むため食について考えませんか　食育情報コーナー　▽日時　休館日を除く毎
日、午前 9 時～午後 5 時。入館は午後 4 時 30 分まで▽会場　市保健センター（ララスクエア宇都宮 9 階）
▽内容　「夏休みの食事とおやつ」をテーマに、食生活習慣のヒント・食に関する情報などのパネル紹介や、
パンフレット・レシピの配布など。問市保健センター☎ (627)6666

1介護保険料（65歳以上）
区分 対　　象 年額保険料

第 1
段階

生活保護を受けている人。世帯全員
が市民税非課税で老齢福祉年金を受
給しているまたは本人の前年中の公
的年金収入額と前年の合計所得金額
の合計額が 80 万円以下の人

2 万 4,400 円

第 2
段階

世帯全員が市民税非課税で、本人の
前年中の公的年金収入額と前年の合
計所得金額の合計額が 80 万円を超
え 120 万円以下の人

3 万 3,600 円

第 3
段階

世帯全員が市民税非課税で、第 1 段
階・第 2 段階以外の人 4 万 700 円

第４
段階

世帯に市民税課税者がいて、本人が
市民税非課税で前年中の公的年金収
入額と前年の合計所得金額の合計額
が 80 万円以下の人

4 万 8,800 円

第５
段階

世帯に市民税課税者がいて、本人が
市民税非課税の人

5 万 4,300 円
（月4,531円）

第６
段階

本人が市民税課税で、前年の合計所
得金額が 120 万円未満の人 6 万 5,100 円

第７
段階

本人が市民税課税で、前年の合計所
得金額が 120 万円以上 190 万円未
満の人

7 万 500 円

第８
段階

本人が市民税課税で、前年の合計所
得金額が 190 万円以上 290 万円未
満の人

8 万 1,400 円

第９
段階

本人が市民税課税で、前年の合計所
得金額が 290 万円以上 500 万円未
満の人

9 万 2,300 円

第10
段階

本人が市民税課税で、前年の合計所
得金額が 500 万円以上 1,000 万円
未満の人

9 万 7,700 円

第11
段階

本人が市民税課税で、前年の合計所
得金額が 1,000 万円以上の人 10 万 3,100 円

▽ 5 月以降に資格取得や喪失があった場合の保険
料は、上の表の年額を月割で計算した額。
▽市民税非課税は、保険料を算定した期日が属す
る年度に市民税が課税されていないこと。
▽合計所得金額は、保険料を算定した期日の前年
中の所得の合計。繰越損失がある場合は繰越損失
前の金額、土地建物などの譲渡所得がある場合は
特別控除前の金額で計算。
2介護保険料の納付方法

対　　象 納付方法 納付月
原則、老齢（退職）・遺族・
障害年金の受給額が年額
18万円以上の人

特別徴収（公的
年金からの差し
引きによる納付）

年金支給月
（偶数月・年
6 回）

原則、公的年金受給額が
年額 18万円未満で、平
成 27 年 4 月以降に 65
歳になった、または本市
に転入した人

普通徴収（納付
書または口座振
替による納付）

7 月～翌年
2 月の毎月

（年 8 回）

７月発行から、全国のコンビニエンスストアで納
付ができるようになりました。

健
康
・
福
祉

国
保
・
年
金
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